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サービス産業消費喚起事業 (GoToトラベル事業)

旅行者向け 還付取扱要領

-還付による給付金の申請は、原則として旅行代金を支払った旅行業者等を通し

て行います。

・具体的な申請方法については、各旅行業者等にご相談ください。

・宿泊施設で支払を行った場合は、旅行者の方が直接に事務局に給付金の還付を

申請することになります。

1.サービス産業消費喚起事業 (GoToトラベル事業)について

(1) 概要

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大の影響により、全国の旅行業、宿泊業

はちとより、貸切パス、ハイヤー・タクシーや飲食業、物品販売業など地!~i経済全体が深刻な状

況に追い込まれており、給付金による多種多様な旅行 ・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物庖、

飲食庖、観光施設、交通機関などで幅広く利用できる地域共通クーポンの発行により、感染拡大

により失われた観光客の流れを取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、 I也減経済に波及効果

をちたらすことを目的とする。

(2 ) 給付金(還付対応)の対象となる期間

[宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品]

令平日2年7月22日宿泊から令和2年8月31日宿泊 (9月1日チェックアウト)まで

[日帰り旅行商品]

令耳目2年7月22日から令和2年8月31日まで

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、給付金の給付を一時的に停止す

ることがある。また、 7月27日以降、旅行業者ごとに順次割引での販売が開始されるが、割

引販売を開始した旅行業者では、以降、還付対応の商品は販売されないこととなる。

(3 ) 給付金の給付対象とな否商品

Go Toトラベル事業(以下、本事業という。)給付金の給付対象となる商品は以下の通りとす

る。
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【宿泊商品】 十

①旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除

く。)を営む施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出に係

否住宅又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の認定を受

けた事業を営む施設(以下、宿泊施設という。)で提供され否宿泊サービスを含む商品で

ああこと。但し、以下のちのは対象外となる。

宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日(デイユース)であるもの。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2

条第5項に規定すあ性風俗関連特殊営業を伴う商品。

【宿泊を伴う旅行商品]

次のいずれの商品右対象。

①募集型企画旅行

②受注型企画旅行

③手配旅行(宿泊のみまたは、宿泊と運送サ ピス・現地素材等の組み合わせ)

また、宿泊に準ずるちのとして、以下の商品ち本事業の給付金の給付対象となる。

・寝台列車

・クルーズ船

.夜行フエリ

※ただし、普通乗車券・特急券(指定席券等を含む) ・回数券、普通航空券(往歯抗空券

や上位クラス利用料金を含む)等の、払戻手続き等を取ることで割引前の金額の返金を

受け、不正に給付金を受給することができるちのは対象外とす否。

【日帰り旅行商品]

次の条件を満たす商品が対象。

①同日中に発地に戻否ことが予定されている運送サービスを含むこと。

②旅行先で「運送サービスを提供する者J以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サーピ

ス等を含むこと。

※ただし、上記2つの条件を満たすちのであっても、社会通念上、当該商品が2:1:也点閣の

移動のみを主たる目的とし、又は地域での消費喚起にほぼ得益しないと評価される場合

を除く。

対象となる日帰り旅行商品の例は以下のとおり。

-往復の乗車券と体験型アクティピティ(コ〕レフ利用等を含む)がセv卜になった旅行商品

.往復の乗船券と旅行先でのランチがセットになった旅行商品

-高速パスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品

・往復のパス乗車券とスキー場1日乗り放題リフト券がセットになった旅行商品
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但し、以下のものは日帰り旅行商品として対象外となる。(代表的なちのを例示)

(ア)運送サ ピスしか含まれていないちの

-鉄道乗車券+乗船券

・1也域周遊きっぷのみ

- 往j~\スの乗車券のみ

(イ)同日中に発地に戻ることが予定されていないもの

-目的地までの片道のパス乗車券と食事

(ウ)地域での消費に寄与しない組み合わせ

-往復の乗車券と車中でのドリンク引換券

-往復の航空券と出発空港でのお弁当引換券

-往復のパス乗車券とE慰也の無料観光施設(公園等)入場

(工)上記のほか事務局が対象商品として適切でないと認めるちの

[宿泊代金・旅行代金に含められないちの1(代表的なちのを例示)

①換金性の高いちの

・金券類 (QUOカード等のプリペイドカ ドやピル券・おこめ券・旅行券や庖舗が

独自に発行する商品券等)

・JRや私鉄の普通乗車券 ・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航

空券や上位クラス利用料金を含む)等

-収入印紙や切手

②上記のほか、事務局が対象商品として適切でないと認めるちの

(4) 給付金の給付対象となる商品の販売者

給付金の給付対象となる商品を販売する事業者は次のいずれかの者とする。これらの者が、事

務局から本事業に参画する事業者(以下、参画事業者という。)として指定を受けた場合に限

り、還付が可能。

① 旅行事業者等(第1種旅行業、第2寺動告行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代

理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業の登録等をしている者)

②予約・宿泊の記録を独立した第三者機関に保管することができる仕組みを有し、当該記録を

宿泊の事実を裏付けるちのとして事務局に提出することができる以下の宿泊施設を運営する

者

旅館業法(昭和23年法律第138号)第Z条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除

く。)を営む施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出に係る

住宅又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第10 7号)第13条第1項の認定を受けた

事業を営む施設。
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※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号)第2条

第5項に規定する性風俗関連特殊嘗業を除く。

(5 ) 給付金給付額

給付金給付額は次のとおりとする。

①給付金給付額は旅行代金総額の35%(旅行代金の2分の1相当額x70%)とし、宿泊を

伴う旅行は人泊あたり、 14，000円、日帰り旅行は7，000円をよ限とする。

② 期間中利用であれば給付金の給付対象となる商品の購入回数、泊数ともに上限はない。

③ 旅行代金の割引額は旅行代金の総額の35%を超えないちのとする。 Eつ、上記①の上限

を超えないちのとする。

【8月31日宿泊までの割引先行販売 ci墨付)1 

旅行代金 割引額 ci墨付額)

宿泊 40，000円以上 14，000円

(1人あたり) 日円~40 ，000 円未満 0 円~13，999 円

日帰り
20，000円以上 7，000円

0 円~20，000 円来満 日円~6，999 円

(6 ) 割引販売における還付手続き

令平日2年7月22日以降に開始する旅行から令和2年8月31日までの利用分については、旅

行者が直接、又は事務局が指定する旅行事業者等を経由した申請により、給付金の還付を受ける

ことができる。

旅行者による還付手続きについては、原則、本事業の対象商品に限ることとし、旅行者から代

金を受け取った参画事業者を通じて還付手続きを行う(還付は参画事業者に配分された予算の範

囲内で行う)。

なお、旅行者が旅行代金を宿泊施設にて支払った場合、直接事務局に還付手続きを行うことち

できる。

[旅行業者等を通じた還付手続き】

旅行代金を旅行業者等に支払っている場合は、当該旅行業者等から旅行者に対して割引相当

分の金額を還付する。旅行者自らが当該旅行業者等に申し出た上で還付手続きを行うこと。旅

行業者等から申請や受領等に関する書類を求められる場合がある。

なお、当該旅行業者等が事務局から参画事業者として指定されていない場合は、還付の対象

外となる。参画事業者は7月下旬から 8月下旬の聞に事務局から指定する(観光庁HP等で公

表予定)。
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マ 参画事業者は以下の情報が含まれた書類により、事務局に還付申請を行う。

①予約の内容を特定できるちの(予約番号等)

②割引前の旅行代金

③給付金による割引額

④割引後の支払額

⑤旅行日程または旅行開始臼

⑥旅行代金に含まれる宿泊日数

⑦旅行代金に含まれる宿泊者数

③前各項目に掲げる情報のほか申請に係る宿泊の事実を確認するために必要な情報として事

務局が指定するもの

[旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)J 

宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを

行うことができる。旅行者は宿泊施設ヘ依頼し、 「宿泊証明書(氏名、宿泊目、宿泊人数が記

載されているちの)J及び「支払い内容がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領

収証等)Jを受領のうえ、事務局に還付申請を行うこと。

なお、事務局から参画事業者として指定されていない宿泊施設及び参商事業者として指定さ

れていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約で、現地にて宿泊代金を支払った場

合であってち、還付の対象外とな否。

<旅行者が事務局に提出する書類>

①還付申請書(様式第 l号)

②支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)

③宿泊証明書(氏名、宿泊目、宿泊人数が記載されてい否ちの)

④個人情報の取扱いに関する同意書(様式第2号)

⑤口座確認書(旅行者用) (様式第3号の1) ※旅行者本人名義の口座番号であること

⑥前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事

務局が指定するもの

※上記①②③⑤は同一名であること。

※旅行事業者等を通じて事前に宿泊料金が支払われている場合、宿泊施設での領収証発行は

できない。

[還付申請期間]

<旅行事業者等を通じた還付手続き>

旅行事業者等が定める期間(最終、令手口2年9月 14日までとする)
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<旅行者自らが直接行う還付手続き>

事務局による還付手続きの期間は、令耳目2年8月 14日から令和2年9月 14日まで

※還付には日数を要する。

※郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で行うこと。

【申請書類入手方法]

観光庁ホムペラより取得〔※当面〕

※準備が整い次第、 GoToトラベルキャンペーン公式サイトより取得

URL:現在調整中(観光庁ホームページにて発表予定)

【申請書類の送付先]

GoToトラベルキャンペン事務局宛

住 所:現在調整中(観光庁ホームページにて発表予定)

電話番号:現在調整中(観光庁ホームページにて発表予定)

2.お問い合わせ先

Go To卜ラパルキャンペーン仮設コールセンター ※7月31日まで

受付時間 :10:00~17:00

TEL目 03-3548-0520 (土日祝は休み)

TEL: 0 3 -3 5 4 8 -0 5 4 0 (7月21日から7月31日まで毎日受付)
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